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平成 22 年度新潟市地域包括支援センター業務評価の実施結果について  

 
１ 業務評価の目的及び内容 

   市が委託する包括的支援事業に関する実施状況を評価し，適切に業務が行われていることを

確認すること，事業者自身の業務推進をはかるための機会とするとともに事業委託を継続して

いく際の資料とすることを目的としています。 

評価内容としては，包括的支援事業である主な４事業の業務及びその業務の共通基盤となる

地域での他機関連携，そして運営体制を加えた６項目を大項目とし，以下のように中項目と小

項目を設定しています。 
 
＜評価内容＞ 

大 項 目    中 項 目     小 項 目 

１ 事業計画について 

２ 事業報告について 

３ 三職種の連携 

４ 個人情報取り扱い 

Ⅰ 運営体制 

 

１ 地域包括支援センター業

務推進体制 

５ 職員の資質向上 

６ ワンストップサービスの役

割の実施 

Ⅱ 総合相談支援業務 ２ 総合相談支援業務体制 

 

７ 継続的・専門的支援 

８ 権利擁護の啓発 Ⅲ 権利擁護業務 ３ 権利擁護業務体制 

 ９ 高齢者虐待対応 

４  ケアマネジャー個別支

援・相談業務 

10 ケアマネジャー個別支援  Ⅳ 包括的・継続的ケアマネジ

メント支援業務 

 ５ 包括的・継続的ケアマネ

ジメント体制構築業務 

11 包括的・継続的なケアを可

能にする体制づくり 

Ⅴ 介護予防ケアマネジメン

ト業務 

６ 特定高齢者に関するケア

マネジメント業務 

12 特定高齢者の介護予防の実

践 

Ⅵ 地域での他機関連携 ７ 地域での包括支援ネット

ワーク構築 

13 総合相談や包括的支援のた

めの圏域のネットワーク構築

と活用 

 

２ 業務評価の実施期間 

   平成 23 年 7 月 1 日～8 月 31 日 

 

３ 業務評価実施方法 
「新潟市地域包括支援センター業務評価表」による、業務委託法人による自己評価及び市に 

よるヒアリングを含む評価を実施します。 

資 料 １
平成２３年度 第４回 

新潟市地域包括支援センター運営協議会
平成２３年１０月６日開催 
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４ 業務評価の結果    資料２参照  
(1) 評価実施センター   27 センター 

(2) 総合評点の分布 
  ※（自己評価点数×３）＋（市評価点数×７）＝６５０点満点 

    施設数  

 総合評点 H22 

年度 

H21 

年度 

H20 

年度 

    

備  考 

520 点以上   27   24 14 達成 80％（評価「４」）平均以上

455 以上～520 未満    0   1   8 達成 70％（評価「3.5」）平均以上

390 以上～455 未満    0    2     2 達成 60％（評価「３」）平均以上

390 点未満    0   0     0 達成 60％（評価「３」）平均未満
 

※H20 年度は，26 センターの評価を実施したが，終了の２センターは該当しな
い項目があるため，比較する場合の集計からは除外してある。 

 
 

   
 

○総合評価点数は，13 項目の自己評価点数と市評価点数の合計した評価結果となっており，平

均点の経年比較をしてみると，H20 年度 526 点、H21 年度 560 点、H22 年度 595 点と増加

しています。 
 

○総合評価点数では、最高 630 点、最低 537 点とセンター間での差が 93 点見られますが、H20

年度の差 141 点（最高 594 点、最低 453 点）、H21 年度の差 210 点（最高 630 点、最低 420

点）と比較して縮小した状況となっています。520点未満であったセンターの改善が図られ，

活動での質の底上げが進んでいるものと考えています。 
 

○市評価の中で，「小項目評価段階の分布」については，「5」が 220 件，「4」が 109 件，「3」

が 20 件で，全 351 件中「3」以上は，349 件，99.4％を占めています。また，全 27 センタ

ーの平均は 4.6 点であり，H20 年度 4.1 点、Ｈ21 年度 4.3 点と比較して増加しており，全体

として概ね適正に運営されていると認められます。 
 

○13 小項目中 12 項目で昨年度を上回っており、各地域包括支援センター活動が年々充実して

いることの表れといえます。また、平均点 4.6 点を上回る項目は，3)三職種の連携，5)職員

の資質向上，6)ワンストップサービスとしての役割の実施，8)高齢者虐待対応，10)ケアマネ

ジャー個別支援，13）圏域のネットワーク構築となっており，３職種が協力して地域に入り

こんでの活動に力を入れていることがわかります。事業開始して５年を経過して、活動の達

成状況、課題、今後の取組みについて考え、活動目標の設定を行っての活動展開ができるよ

うになったこと、地域のネットワークづくりに取り組むことができるようになったといえま

す。 

 H22 年度   H21 年度   H20 年度 

平 均 点  595点 ／ 650点 560点 ／ 650点 526 点 ／ 650 点

最 高 点    630  点 630  点 594  点 

最   低 537  点 420  点 453  点 
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○実績を積み重ねる中で全センターが平均 4.0 以上となった状況を踏まえると，さらに，地

域包括支援センターに求められている役割を適切に評価できるよう，内容の検討を行う必

要があると考えます。 

 

 

(3) 項目別 評価結果について 
   

 
①  大項目Ⅰ 運営体制（小項目 1～5） 

     業務推進体制として，事業報告において達成状況や評価をした上での事業計画を作成

すること，三職種が連携していくこと，個人情報保護，職員の質向上に努めることを評

価するもので，全項目で評価平均点が４点以上となり、活動を経年でとらえ評価しなが

ら計画を立てるサイクルになってきたといえます。その実現のためには、内部の連携と

職員の資質向上が重要ですが、両項目ともに高い評価点となっています。 

３職種の連携での具体的なものとしては，定例のミーティングや包括内部の事例検討

等を通しての情報共有と各専門職が協力した支援に努めている状況が増えています。 

 
 

②  大項目Ⅱ 総合相談支援（小項目 6・7） 
     全体の相談件数は増加しており、民生委員、ケアマネジャー等との関係づくり、一般

への地域包括支援センターの周知がすすみつつあり、相談が多くつながってきている状

況がみられています。住民からの相談、関係機関からの相談ともに増加しており、地域

の相談・支援機関として信頼されてきていることが伺えるものです。 

小項目 6 に関しては、地域包括支援センターがワンストップサービス機関として機能

するための活動として、高齢者の実態把握、個別訪問、関係者への包括支援センターの

ＰＲ、関係者の把握・関係づくりを評価するもので、評価平均点は 4.8 点となっており，

H21 年度の平均 4.4 点からさらに 0.4 点の増加となりました。 

また，小項目 7 に関しては，個々の相談支援を適切に行っているかをみるもので，評

価平均点は 4.5 点となっており，当項目も H21 年度の平均 4.1 点から 0.4 点増加してい

ます。 

両項目ともに 0.4 点増加は、最も向上した項目の一つです。 

  

③  大項目Ⅲ 権利擁護（小項目 8・9） 
権利擁護の啓発状況について評価する 2 項目です。 

啓発状況をみる小項目８の評価平均点は、Ｈ21 年度の 4.1 点から比較して 0.7 点増加し

て 4.8 点となり 13 項目中で最も増加した項目です。 

高齢者虐待防止、消費者被害防止、成年後見制度等の権利擁護啓発については、一般向

け、ケアマネジャー等向けのものと多く（P4 啓発活動状況参照）、社会福祉士を中心と

し包括内職員が協力しての取り組みが広がっていますし、区内の地域包括支援センター

が協働しての活動も増えています。 
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④  大項目Ⅳ 包括的・継続的ケアマネジメント支援（小項目 10・11） 
     小項目 10 では、ケアマネジャーへの個別支援を評価するもので、評価平均点は 4.8 点

と高く、ケアマネジャー支援としてケアマネジメント向上のための「事例検討会」や「学

習会」、個別相談を通して、ケアマネジャーの相談機関としての役割を担っています。 

    ケアプラン作成担当のケアマネジャーは当該圏域に留まらないことからも区内のセンタ

ーが合同開催の形も増えてきている状況もあります。 

     また、小項目 11 では、地域の包括的・継続的なケアを可能にするための体制づくり 

    について評価するもので、地域の関係者とケアマネジャーの連携支援を継続してすすめ

ています。（P5 支援状況参照） 

※圏域ケア会議に関しては、⑥大項目Ⅵで記載。 

 

 

＜一般向けの啓発活動状況＞ 

・老人クラブ，地域の茶の間，サロン，民生委員会議，自治会，コミ協，競馬場，介護教

室等で権利擁護や消費者被害防止の寸劇や学習会，情報提供（消費者被害啓発では，消

費生活センター講師に活用の場合あり） 

・地域ケア会議において，消費者被害防止，高齢者虐待防止の学習 

福祉連絡会で成年後見制度等学習 

・区報や包括広報紙に，消費者被害，高齢者虐待防止等権利擁護の関する記事掲載で予防

の啓発 

・認知症サポーター養成講座の際に成年後見制度，日常生活支援事業の説明。また，地域

密着型サービス運営推進会議で権利擁護の啓発。 

・高齢者見守りのチラシを圏域内全戸配布 

・国民生活センターの「見守り新鮮情報」リーフレット活用 

 

＜ケアマネジャー等向け啓発活動状況＞ 

・介護サービス事業所対象，ケアマネジャー対象にそれぞれ高齢者虐待防止の研修会： 

北区４包括，他 

・ケアマネ研修会実施（生活保護の認識を深め権利擁護の視点とケアマネジメントの専門

性を高めた）東区３包括 

・ケアマネジャー対象に高齢者虐待防止の研修会：中央区４包括，他 

・ケアマネジャー，サービス事業所，医療相談員対象に高齢者虐待防止学習会実施：南区

３包括 

・ケアマネジャー対象に成年後見制度の学習会実施：南区３包括，他 

・ケアマネジャー、サービス事業所対象に高齢者虐待防止の勉強会実施（県社会福祉士会

高齢者虐待対応専門職チーム講師）：西蒲区４包括 

・国民生活センターの「見守り新鮮情報」リーフレット活用し，ケアマネジャーや小規 

模多機能型事業所へ情報提供 

・グループホーム職員対象に「身体拘束防止」の勉強会実施 
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⑤  大項目Ⅴ 介護予防ケアマネジメント（小項目 12） 
     特定高齢者へのかかわりを見るもので、介護予防事業の効果を担当者が実感してすす

めてきており、主治医へ事業概要や事業参加結果を説明していく係わりや、事業参加希

望がない特定高齢者への訪問を行なったり、事業担当者と同行訪問する等の取り組みで

事業参加を促進する工夫が多くなっています。しかし、事業参加数は伸び悩み、さらに

介護予防への啓発活動と関わりの充実を要しています。 

 

⑥ 大項目Ⅵ 地域での機関との連携（小項目 13） 
    H20 年度から地域ケア会議を開始したセンターも増え、コミュニティ協議会、自治会、

社会福祉協議会など地域の多くの組織と関係を深め、地域の様々な社会資源を活用でき

るような協力体制を作っていく活動をすすめています。地域の包括ケアのためのネット

ワーク構築に関しては長期的な取り組みであり、今後も継続して活動の充実努めていき

ます。 
    
  平成２２年度主な取組みとして、 

   ○地域の茶の間等の地域の高齢者が集まる場、商店、銀行、医療機関、薬局、美容院、

駐在所等へのＰＲ活動の継続と拡大をすすめています。   

＜支援状況＞ 

 ・事例検討会，事例研究会，困難事例検討会，サービス開発事例検討会開催 

 ・施設系ケアマネジャーの困難事例検討会 

 ・ケアマネジャー対象の勉強会，研修会，シンポジウム，広報紙発行 

・ケアマネジャー連携会議，ケアマネジャー定例会，新人ケアマネ交流会開催 

 ・ケアマネとサービス事業所対象の勉強会，研修会 

・ケアマネ事業所訪問懇談，主任ケアマネ情報交換会，事例検討会 

 ・ケアマネ・民生委員交流会開催 

 ・ケアマネ連絡会開催支援 

 ・北区３包括合同：部門別会議の開催、研修会（医療機関との連携、認知症センタ

ー方式、メンタルヘルス） 

・東区３包括合同：研修会（生活保護） 

・中央区４包括合同：研修会（高齢者虐待） 

・秋葉区３包括合同： 

・事業所支援委員会で、通所サービス事業所情報交換会，短期入所系サービス

情報交換会、訪問介護サービス事業所へのアンケート 

 ・主任介護支援専門員部会でシンポジウム「退院時の連携について共に考える」

・南区３包括合同： 

・みなふくねっと支援班：区内サービス事業者の「みなふくねっと」活動支援

     ・権利擁護班：学習会 

     ・主任介護支援専門員・居宅連絡会支援班：区居宅連絡会開催支援 

   ・西蒲区４包括合同：メンタルヘルス、高齢者虐待勉強会 
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   ○生活圏域内の民生委員協議会に出席し、地域包括支援センターの役割を周知するだけ

でなく、ケースに関する意見交換や情報交換の実施も行い、相互の役割を発揮できるよ

う努めています。 
 
   ○老人会、地域の茶の間、社会福祉協議会事業、地域の事業・イベント、サークル・ボ

ランティア活動等に参加し、地域包括支援センターのＰＲ、情報交換、高齢者情報把握

等に努めています。 
 
   ○自治会・コミュニティ協議会への会議参加、自治会長・コミ協からのケア会議参加、

認知症サポーター養成講座開催等を通して関係づくりがすすんできています。 
 

○サービス事業所間のネットワークづくりや研修，ケアプランと援助計画の連動等をす

すめています。 

   

○圏域高齢者ケア会議の開催 

       
各地域包括支援センターが主催して年１～４回を開催し，地域の高齢者の課題検討や 

取り組み，社会資源の情報交換等をすすめています。 
 

・地域の課題共有と解決に向けての意見交換，課題解決のためのあり方会議 

・地域の課題を検討。課題の一つ「雪かき」について検討 

・ケアマネジャーや地域の既存社会資源の確認，地域の課題を抽出、整理 

・高齢者虐待について、困難ケースの連携について，後見人制度について 

・地域で感じる問題について 

・高次脳機能障害相談支援センターの事業説明、症状と関わり方について 

・認知症サポーター養成講座 

・認知症の人が起こすトラブルと対応について 

・「❝認知症を理解し予防・見守りのできる地域❞の実現のための取り組み」過

去４年間取組の振り返りと新たな取り組みについて 

・振込詐欺防止策と起った事例と傾向，消費者被害についての課題検討 

・高齢者の見守りネットワークについて，緊急時の対応について話し合い 

・サービス事業者のネットワーク構築、ケアマネジャーとの連携について 

・認知症の方を地域で支援するために，認知症の方を地域で支援するために 

・あなたが行っている地域への働きかけはどんなこと，地域住民と福祉関係者

が近づくためにできること 

・緊急対応した独居高齢者の検証と地域見守り体制について 

・要支援高齢者をめぐるネットワークづくりについて 

・サロンの存続について・地域の防災について・高齢者の安全を守るためにと

題して県警の講演 

・高齢者のくらしや住まいと題して作業療法士の講演・高齢者を取り巻く実態

や状況について 

・司法書士を講師に「成年後見制度」の学習と地域の実情意見交換・事例検討、

各種制度の勉強会、サービス事業者や行政関係機関との情報交換 


